




 

 近年における未熟児哺育の進歩は在胎 7カ月児の成育もある程度可能にした

が,かかる極小未熟児は幸い死をまぬかれても後日未熟児網膜症や脳性麻痺な

ど不幸な運命を背負うものが少なくない。したがって早産の防止は身心障対策

の第一歩であり,その原因の究明は不可欠といわねばならない。早産の原因につ

いては,頸管不全症のごとく関連因子の明らかなものもあるが,その多様性のた

めに不明なものが多く,その対策も満足すべきものとはいえない。早産の防止に

は,早期に患者の異常を発見して治療を開始することが最も肝要であるが,妊娠

中期の異常子宮収縮の判定規準さえも明確でない現状である。 


